
事業廃止手続きについて(概要）
① ①

②

旅行業協会に 旅行業協会の

未加入の場合 会員の場合

③

③

④

⑤

⑥

【届出書等提出先】

⑦

貴社が弁済業務保証金分担金を

納付している旅行業協会で取戻し

手続きを行って下さい。

（TEL）０３－５２１０－２５００官報に営業保証金取戻公告を掲載（注）

公告事業部　（TEL）０３－３２９２－１６０５

「東京官書普及㈱」へ営業保証金取戻公告

の 官 報 掲 載 依 頼 を し て 下 さ い 。

（添付書類）官報掲載紙（原本）、供託書

●一般社団法人 日本旅行業協会

（ＴＥＬ）０３－５３２０－４７６９

★ 東 京 都 産 業 労 働 局 観 光 部
振 興 課 旅 行 業 担 当

証明書を交付します。認印持参のうえ

証明書を持参のうえ、供託している東京

法務局で取戻し手続きをして下さい。（注）

来 庁 下 さ い 。

●西多摩支局０ ４ ２－ ５ ５ １－ ０ ３ ６ ０

東京都に営業保証金取戻しに関する「証

旅 行業の登録 有効 期間 満了

旅 行 業 の 登 録 抹 消 通 知 書 の 交 付

に よ る 登 録 の 抹 消

申 請 後 ７ ～ １ ０ 日 後
抹消後７～１０日

後

通 知 書 を 郵 送 で 交 付 し ま す 。
通知書を交付します。認印持参のうえ来庁下さい。
希望者には郵送可。434円分の切手持参のこと。

東京都へ旅行業の「事業廃止等届出書」を

②

あった場合には、訂正公告又は再公告

が必要となります。十分にご注意ください。

（添付書類）官報掲載部分の写し

官報掲載後、速やかに東京都

に「旅行業者営業保証金取戻公告

済届出書」を提出して下さい。

※ 窓 口 持 参 又 は 郵 送

申請後７～１０日後

（TEL）０３－３５９２－１２７１

●府中支局 ０４ ２－ ３３ ５－ ４７ ５ ３

●東京官書普及㈱ 東京都官報販売所

掲

載

翌

日

か

ら

６

ヶ

月

経

過

東 京 都 に 対 し て 旅 行 業 務 に 関 す る

債 権 の 申 し 立 て が な い 場 合

●一般社団法人全国旅行業協会
東 京 都 支 部

（注）名称、住所等は、登録簿（控）により

正確に記入のこと。掲載内容に誤りが

提出して下さい。※窓口持参（郵送不可）

希望者には郵送可434円分の切手持参のこと

●本局 供託課 ０３－５２１３－１２３４

●八王子支局０ ４ ２－ ６ ３ １－ １ ３ ７ ７

（注）取戻し手続きに必要な書類について

は、必ず事前に供託している東京法務局

に確認 し て下 さ い 。

明書交付申請書」を提出して下さい。

の写し※窓口持参（郵送不可）


